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令和４年度（町独自事業）
平生町新型コロナウイルス
感染症対策事業

４

平生町職員を募集します
「イタリアーノひらお
プレミアム付商品券」
取扱店を募集します

主 な 内 容
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令和４年度（町独自事業）
平生町新型コロナウイルス感染症対策事業

町では、令和４年度の新型コロナウイルス感染症対策として、独自の施策を順次実施しています。

プレミアム付商品券を販売します
町内経済循環事業（予算額122,152千円）
　新型コロナウイルス感染症の影響を受ける町内事業者での物品の購入、役務の提
供等で使用可能なプレミアム付商品券を発行し、地域経済の循環を図ります。
●商品券
　販売価格５千円
　（１セット額面１万円：1000円券８枚と500円券４枚）
※500円券は、地元事業者の店舗等での使用に限られます。
●購入方法（１人につき１セットまで）
　令和４年７月１日に本町住民基本台帳に登録されている人全員に購入引換券を
送付します。（具体的な購入方法につきましては、広報ひらお７月号で改めてご
案内いたします）
●販売期間（予定）
　令和４年７月25日月～８月31日水　【平日のみ】
●使用期間
　令和４年９月10日土～令和５年１月31日火
問町役場産業課　☎56-7117

妊婦のみなさんを応援します
カンガルーノひらお妊婦応援給付金

（予算額6,000千円）
●対象者（次の要件をすべて満たす人）
①申請日において妊娠中の人、妊娠届書等により町が妊婦 
  であると認めた人、または令和４年４月１日から令和５ 
  年３月31日までに出産した人
②申請日において町に60日以上住所を有している人
③町に転入の場合、他の市区町村で同様の給付金を受給し
　ていない人
④令和３年度中に当該給付金を申請していない人
※ただし、令和３年度中に当該給付金を申請された人でも

令和４年度中に再度妊娠された人は対象になります。
●給付額
　対象者１人につき10万円
●申請方法等
　対象者には、町から申請書等を郵送します。また、妊娠
の届出をする人には、その場で申請書等をお渡しします。
●申請受付期限
　令和５年３月31日金まで（郵送の場合、当日必着）
問町保健センター　☎56-7141

子育て世帯を応援します
子育て世帯応援事業（予算額15,822千円）
　新型コロナウイルス感染症による経済的影響を受け
た子育て世帯に対して、プレミアム付商品券を支給し、
子育て世帯への生活支援と地域経済の活性化を図りま
す。
●対象者
　平成16年４月２日以降に生まれ、令和４年７月１
日時点で本町住民基本台帳に登録されている子ども
の保護者
●商品券
　対象の子ども１人につき１万円 
　（1000円券８枚と500円券４枚）
※500円券は地元事業者の店舗等での使用に限られま

す。
●支給方法
　対象者には、町から商品券を郵送します。
　（申請は不要です）
●使用期間
　令和４年９月10日土～令和５年１月31日火
問町役場町民福祉課　☎56-7113

事業名 内容 予算額

感染症予防体制強化事業 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、各公共施設における飛
沫感染防止対策を行う。 500 千円

個人情報ファイル簿整備
事業

新型コロナウイルスの影響を受ける行政事務のデジタル化を進め
るため、個人情報ファイル簿の作成および公表に係る専用システ
ムを導入する。

4,400 千円

窓口等感染対策事業 長引くコロナ禍を想定し、新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め、新庁舎窓口等に応じたアクリルパーテーションを設置する。 2,135 千円

災害時感染防止対策事業 災害時の新型コロナウイルス感染拡大防止のため、必要な整備を
行う。 1,570 千円

戸籍・住民票、税証明書等
電子公印導入事業

電子公印を導入することにより、デジタル化を推進し、スピーデ
ィーな証明書等の発行により、来庁者の滞在時間を減少させ、新
型コロナウイルス感染拡大防止のための 3 密状態の解消を図る。

1,315 千円

放課後児童クラブ ICT 化
推進事業

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、児童の入退室管理をス
ムーズに行うことで密集状態等を避ける。また、感染症に関する
対応等について、保護者への緊急連絡体制の整備を図る。

501 千円

室津半島空撮事業
室津半島がイタリア半島に酷似していることを PR し、知名度向
上と観光客誘引を図り、新型コロナウイルスの影響を受ける本町
の観光振興を図る。

1,293 千円

イタリアーノひらお広告
宣伝事業

イタリアーノひらおプロモーション動画 CM をテレビで放映し、知
名度向上と観光客誘引を図ることにより、新型コロナウイルスの影
響を受ける本町の観光振興を図る。

1,683 千円

大星山サイクルフェスタ
補助事業

町内サイクルイベントの開催を補助することにより、観光客誘引を
図り、新型コロナウイルスの影響を受ける本町の観光振興を図る。 800 千円

自治体テレワーク推進事業 紙文書等の電子化による町職員のテレワーク推進のため、図面や
設計書等のスキャニング作業を行う。 1,728 千円

感染症対策環境整備事業 新型コロナウイルス飛沫飛散防止等の観点からトイレの洋式化を
進め、衛生管理を徹底させる。（中学校） 4,800 千円

修学旅行等支援事業
感染症の影響により、修学旅行等を中止または延期した場合に発
生するキャンセル料や、バスの増便等感染症対応のために生じた
追加の経費を町が負担する。

5,771 千円

遠隔・オンライン学習の
環境整備事業

３密を回避するためのオンライン授業を校内の不感区域である体育
館でも行えるよう Wi-Fi ポイントを設置する。 3,157 千円

感染症対策環境整備事業
 （学校）

デジタル教科書を使用することで、児童生徒同士が近距離で活動す
る状態を回避する。 1,242 千円

感染症対策環境整備事業
 （町管理施設等）

平生町福祉センターや地域交流センター等の施設入口で来所者の
検温および手指消毒により、施設内における感染リスクを軽減し、
事業の継続を図る。

1,116 千円

その他、次の町独自施策も実施します。

見本
令和４年度イタリアーノひらおプレミアム付商品券
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児童手当制度が一部変更されました
本年度から、児童手当制度の一部変更に伴い、次の２点が変わります。

① 現況届の提出が原則不要になります。
② 所得が基準額（Ｂ）以上の世帯は、児童手当等を受けられません。
① 現況届について
　本年度から毎年６月１日時点の受給者情報を住民基本
台帳で確認するため、現況届の提出が不要となります。
　ただし、次に該当する人は現況届の提出が必要です。

【現況届の提出が必要な人】
●６月１日以降に現況届が届いた人
●次の要件（１～５）のうちいずれかに該当する人
１. 離婚協議中で配偶者と別居と申請した人
２. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際

の居住地と異なる人
３. 支給要件児童の住民票がない人
４. 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
５. その他、状況を確認する必要がある人

② 所得の基準額について
　（令和４年10月支給分から）
　所得が別表（児童手当支給の各種制限額一覧表）の

（Ａ）未満の場合…児童手当が支給されます。
（Ａ）以上（Ｂ）未満の場合…特例給付となります。
（Ｂ）以上…児童手当等は支給されません。　

※児童手当等が支給されなくなった後に、所得額が（Ｂ）
を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要
となりますので、ご注意ください。

【児童手当支給の各種制限額一覧表】

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。
あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費
控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限
を確認します。

　ご不明な点については、お問い合わせください。
問町役場町民福祉課 こども班　☎56ｰ7113

所得制限限度額（Ａ）
これ以上だと

児童一人につき 5,000 円
支給（従来どおり）

所得上限限度額（Ｂ）
これ以上だと

支給なし（改正後）

扶養親族
等の人数

所得額
（万円）

収入額目安
（万円）

所得額
（万円）

収入額目安
（万円）

０人 622 833.3 858 1,071
１人 660 875.6 896 1,124
２人 698 917.8 934 1,162
３人 736 960 972 1,200
４人 774 1,002 1,010 1,238

　５月16日から23日にかけて、町内５会場で行政協
力員会議を開催し、行政協力員の皆様から活発なご
意見をいただきました。
　町では、いただいたご意見を今後の町政に生かせ
るよう、努めていきます。ご意見の主なもの（項目
のみ）は次のとおりです。

（紙面の都合上、全ての意見を掲
載することができませんので、
ご了承ください）

▼自治会活動交付金について

▼行政協力員会議の開催時期について

▼自治会清掃活動時に出た草や土について

▼集落支援員の役割について

▼公共工事の周知について

▼河川・道路側溝の浚渫（しゅんせつ）について

▼県道の管理について

▼街路灯の設置について

▼ゴミステーションの設置について

▼カーブミラーの設置について
問町役場地域振興課 まちづくり班　☎56-7120

行政協力員会議を開催 情報公開制度
個人情報保護制度

運用
実績

　情報公開制度
　町政の透明性の向上と公正な運営を図るとともに、
町民の町政への参加を促すことを目的として実施して
います。前年度における運用状況は次のとおりです。
公文書開示請求件数 30 件

処理状況の
内訳

開示したもの 30 件
非開示としたもの 0 件
該当文書が存在しなかったもの 0 件

内容 各種工事に関する工事費内訳書

　個人情報保護制度
　個人の権利および利益を保護することを目的として
実施しています。前年度における運用状況は次のとお
りです。
個人情報開示請求件数 0 件

処理状況の
内訳

開示したもの 0 件
非開示としたもの 0 件
該当文書が存在しなかったもの 0 件

問町役場総務課　☎ 56-7111

平生町職員を募集します　　 問町役場総務課 人事班　☎56ｰ7111
試験職種 採用予定人数 受験資格

土木 若干名
平成４年４月２日以降に生まれた人で、土木の専門課程を専攻し、高等
学校以上を卒業または令和５年３月までに卒業する見込の人
※ただし、令和５年３月に高等学校を卒業見込の人を除く

社会福祉士 若干名 平成４年４月２日以降に生まれた人で、社会福祉士の資格を有する人

※採用予定日はいずれも令和５年４月１日です。

●申込受付期間　６月 13 日月～７月 19 日火（期限内消印有効）
●試験日・場所・内容

試験 試験日 場所 内容

第１次試験 ８月７日日 受験票を送付する
際に通知します。

筆記試験
（基礎能力試験、事務能力試験、適性検査）

第２次試験 ８月下旬（予定） 平生町役場 口述試験（面接）

●申込方法
　町役場総務課備え付けの「平生町職員採用試験受験申込書」に必要事項を記入し、「返信用封筒」（長形３号、
84 円切手貼付）を添え、郵送または持参により申し込んでください。
　なお、町ホームページにおいても受験申込書はダウンロードできますので、Ａ４版白紙に黒字で両面印刷（短辺
とじ）してご利用ください。
※連絡先（電話番号）を忘れずに記入してください。
※郵送の場合、封筒の表に「受験申込書在中」と朱書きし、簡易書留で送付してください。
（〒742-1195  平生町大字平生町210-1 平生町役場総務課人事班）
※持参の場合、午前８時 30 分から午後５時 15 分までにお持ちください。（土・日・祝日を除く）
　詳細については、申込書とともに備え付けています受験案内をご確認ください。

「イタリアーノひらおプレミアム付商品券」取扱店を募集します
　町では、新型コロナウイルス感染拡大により影響を
受けた町内の経済活性化ならびに子育て世帯応援の取
組みとして、町内の登録された取扱店で利用できるプ
レミアム付商品券を発行します。
　このたび、この事業にご協力いただける取扱店を募
集しますので、ご参加いただきますようお願いいたし
ます。
●募集資格
　町内に事業所または店舗等を有する事業者
※町内に本店を有する事業者のみが登録できる項目が

あります。
●募集方法
　町ホームページから申込書をダウンロードし、必要
事項を記入の上、平生町商工会へ郵送またはファック
スでお申し込みください。

（申込書は商工会窓口にも備えつけています）

●応募期限　　
　６月30日木　※必着
※審査の結果、取扱店に指定した事業所には、取扱店証、

取扱要領およびポスター等を後日お渡しします。
●受付窓口
　平生町商工会（FAX：56-3051）

（〒742-1102  平生町大字平生村178番地）
【プレミアム商品券の制度に関すること】
問町役場産業課 商工観光班　☎ 56-7117
問町役場町民福祉課 こども班　☎ 56-7113

【取扱店登録に関すること】
問平生町商工会　☎ 56-2245
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　令和３年度から令和５年度までの第１号被保険者（65歳以上）の介護保険料は、次のとおりです。
　本年度の介護保険料の通知（普通徴収の人は納付書を含める）は、７月に送付する予定です。
　なお、介護保険料の未納が続くと、介護保険サービスを利用するにあたって保険給付の割合が下げられるなどの
措置が講じられます。

対象者
保険料率 介護保険料

（年額）住民税課税状況
所得等

世帯 本人

第１段階 非課税 非課税
老齢福祉年金の受給者

または生活保護の受給者 基準額× 0.28 17,670 円

課税年金収入
と

合計所得金額
の合計

80 万円以下
第２段階 非課税 非課税 80 万円超え 120 万円以下 基準額× 0.5 31,560 円
第３段階 非課税 非課税 120 万円超え 基準額× 0.7 44,180 円
第４段階 課税 非課税 80 万円以下 基準額× 0.9 56,800 円
第５段階 課税 非課税 80 万円超え 基準額 63,120 円
第６段階 課税

合計所得金額

120 万円未満 基準額× 1.15 72,580 円
第７段階 課税 120 万円以上 210 万円未満 基準額× 1.3 82,050 円
第８段階 課税 210 万円以上 320 万円未満 基準額× 1.5 94,680 円
第９段階 課税 320 万円以上 500 万円未満 基準額× 1.75 110,460 円

第 10 段階 課税 500 万円以上 700 万円未満 基準額× 2.1 132,550 円
第 11 段階 課税 700 万円以上 基準額× 2.25 142,020 円

65歳以上の人の介護保険料について

問町役場健康保険課 介護保険班　☎56ｰ7115

緊急時に有効な防災メールの登録を！

平生町防災メールサービス
　防災情報、気象警報・注意報などをメー
ルで配信するサービスです。

【登録方法】
①次のアドレスに件名・本文を入力せずに
　メールを送信します。
　e-hirao@xpressmail.jp 

　 　 　 　 　 　

              　
　 　 　 　 　
　
②返信される登録用メールの内容に沿って
　必要事項を入力すれば、登録完了です。
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避難所で必要なものについてもう一度チェックしましょう！

出水期に備えましょう
　６月から10月は、大雨や集中豪雨、台風などが多くなる時期（出水期）です。
　大雨時に災害の危険性が高まったとき、被害を最小限に抑えるため「自分たちの命は自分
たちで守る」という心構えのもと日ごろから準備を行うとともに、家族との連絡方法や地域
の協力体制を確認しておくなど災害に備えましょう。（問町役場総務課　☎ 56-7111）

ハザードマップを活用しましょう
　ハザードマップを活用して、自分の住んでいる家の
周りの災害リスクを確認し、いざというときの避難場
所や避難経路を日ごろから考えておきましょう。

危険な場所に近づかない
　増水した小川や側溝は大変危険です。日ごろは安全
と思われている場所でも油断せず、これらの場所には
近づかないようにしましょう。

情報の収集
　ＮＨＫのデータ放送を受信できるテレビであれば、
リモコンのｄボタンを押して地域の気象情報や防災情
報をいつでも見ることができます。
　防災情報を活用して、早めに自主避難するなど、万
全の対策を取りましょう。（自主避難する場合は、人
数・名前・住所などを事前に町役場総務課に連絡して
ください）なお、新型コロナウイルス感染症対策によ
り、避難所の人数を制限します。避難情報については、
状況に応じて防災メールや町ホームページなどで適宜
お知らせします。

町の避難情報
　夜間に「【警戒レベル３】高齢者等避難」以上の情報
を発令する可能性がある場合は、自主避難所を開設し
早めの自主避難を呼びかけます。災害の危険が高まる
と「【警戒レベル３】高齢者等避難」を発令し、さらに
危険が迫ると「【警戒レベル４】避難指示」を発令します。

避難の準備
　避難指示が出てから慌てないように、災害種別によ
る避難場所の確認や、避難経路、避難指示の伝達方法、
隣近所との協力体制などについて、再度確認しましょ
う。また、土砂崩れや洪水などのおそれがなく、自宅
などで安全確保が可能な場合、新型コロナウイルスな
どの感染リスクを負ってまで避難所に行く必要はあり
ません。安全が確保された親戚や友人の家などへの避
難についても、ご検討をお願いします。

避難所で注意すること
・マスクの着用や手洗いなどの徹底
・衛生環境を整えるため定期的な清掃
・換気とスペースの確保
・発熱や咳などの症状がある人は速やかに避難所職員  
  に報告

※登録用メールが届かない場合
　は、迷惑メール設定などをご
　確認ください。

△ ＱＲコード対応の携帯電話を
ご利用の場合、左図からアドレ
スを読み取ることができます。
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平生町生涯学習推進マスコット
「マナビット」
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平生町「ボランティア・チャレンジ」を開催します
～みんなで町内の道路のゴミを拾いましょう～

　さまざまな人たちがボランティアに取り組む
きっかけとして「ボランティア・チャレンジ（略
称：ボラチャレ）」を開催し、ボランティア活動
の機運醸成と裾野の拡大を図ります。
　みなさんも地域のために、ボランティア活動
に参加してみませんか！
●開催日時
７月16日土  7:00～8:00（小雨決行）
※新型コロナウイルス感染症の状況により、中

止となる場合があります。中止の場合は、町
ホームページなどでお知らせします。

●内容　
　町内一斉に各家庭から道路に落ちているゴミ
を拾いながら、最寄りの地域交流センターまた
は地域交流センター分館まで持ち込み、分別し
ます。
●主催　平生町、平生まち・むらコミュニティ

協議会、竪ヶ浜コミュニティ協議会、宇佐木コ
ミュニティ協議会、大野コミュニティ協議会、
曽根コミュニティ協議会、佐賀コミュニティ協
議会
●共催　平生町教育委員会、平生町社会福祉協
議会、平生町ボランティアグループ連絡協議会、
平生町快適環境づくり推進協議会
・ゴミの持ち込み先となっている各地域交流センター

では、「密集」「密接」とならないようにご注意くだ
さい。

・海岸の漂着物や家庭から出るゴミは絶対に持ち込ま
ないでください。

・道路上での活動となりますので、車等には十分注意
してください。

・熱中症等の対策をし、体調管理に気をつけてください。
・マスクの着用や手袋を使用するなど、十分な新型コ

ロナウイルス感染症予防対策をして参加をお願いし
ます。

問町役場地域振興課　☎56ｰ7120

お
願
い

　毎年６月５日の「環境の日」を中心に、６月の１カ月間を「環境月間」として、例年全国各地で環境保
全や環境美化に関する取組みが行われています。
　また、６月は県の「やまぐちの美しい里山・海づくり条例」に基づいて、県民一斉環境美化活動促進
期間に設定されています。この機会に、地球温暖化（ＣＯ２削減）や節電、ごみの減量化などを意識し
ながら、身近に出来る活動に取り組んでみませんか。
●緑のカーテン
　ゴーヤやアサガオなどのつる性植物を茂らせ、窓を覆う「緑のカーテン」は、夏の日差しを和らげ、
家の中の温度を約３度下げる効果があり、エアコンなどの消費電力を抑えることができます。
●ライトダウン
　職場や家庭での不要な電気、夜間の屋外照明の消灯を心掛けることにより、電力の消費を抑え、ＣＯ２
削減などの効果が期待できます。
●ノーマイカー運動
　自家用車の使用を抑えることで、ＣＯ２削減や渋滞の緩和が図られ、ガソリンの使用量を減らすことに
つながります。
●ごみの減量化・リサイクルの推進
　決められた分別方法を意識することで、リサイクル化が進み、焼却されるごみの減量化が促されます。
※ごみのポイ捨ては、きれいで住みよい環境を損なう行為です。絶対にやめましょう。
　また、犬のふんについても放置せずに飼い主がきちんと処理しましょう。

問町役場環境政策室 　☎56ｰ7126

６月は「環境月間」です

「あなたらしい」を築く、「あたらしい」社会へ
（令和４年度男女共同参画週間キャッチフレーズ）

　６月 23 日木～ 29 日水は、国の「男女共同参画週間」です
　男性と女性が、職場、学校、地域、家庭などにおいて、それぞれの個性と能力を発揮できる「男女共同
参画社会」を実現するためには、行政だけでなく、住民のみなさん一人ひとりの取組みが必要です。
　この機会に、私たちのまわりの男女のパートナーシップについて考えてみませんか。

問町役場地域振興課 まちづくり班　☎56-7120

　みんなが家族の一員として尊重され、
お互いを支え合い、力を合わせて家庭生
活を築いています。
　男女が共に家事・育児・介護などに責
任をもち、喜びと苦労を分かち合ってい
ます。

家庭では
　誰もがさまざまな活動に積極的に参画

（※）し、地域社会が活性化されています。
　固定的な性別役割分担意識に基づく古
い慣習やしきたりが見直され、一人ひと
りの考え方や行動が尊重されています。
※参画…事業・政策などの計画段階から加わること

地域では

　男女が共に働きやすく、能力が発揮で
きる職場環境が整い、仕事と家庭、地域
活動とのバランスを取って働いています。
男性も女性も、育児休業や介護休業を積
極的に取得し、仕事と家庭を調和させな
がら、ゆとりと生きがいを持って働いて
います。

職場では
　性別にとらわれることなく、子ども一
人ひとりの個性や能力を伸ばし、思いや
りと自立の意識が育まれています。 
　育児や介護、ボランティア活動など、
発達段階に応じた体験学習を通して、社
会の一員として協力しあう姿勢が育まれ
ています。

学校では

平生町が目指す男女共同参画社会のすがた

山口県男女共同参画課ＬＩＮＥ公式アカウントの開設について
 
　男女共同参画に関する意識の醸成のため、幅広い層が利用しているＳＮＳ（ＬＩＮＥ）を活用して、
男女共同参画に関するセミナー情報や相談窓口などさまざまな情報を幅広く発信していますので、ご活
用ください。
■ＬＩＮＥ公式アカウント名　山口県男女共同参画課
■発信内容　男女共同参画全般に関する幅広い情報（セミナーの案内等、タイムリーな情報）や相談窓口・
　　　　　　国や市町、関係団体等の関連情報　※随時プッシュ通知します。
■利用方法　方法①ＬＩＮＥ内の検索ボックスに「山口県男女共同参画課」と入力して検索し、
　　　　　　　　　友だち追加。　　　　　　
　　　　　　方法②右記二次元コードを読み込み、友だち追加。
■問合せ先　山口県男女共同参画課　☎ 083-933-2630 ＬＩＮＥ公式アカウント二次元コード▲

『女性の権利１１０番』『LGBTの権利１１０番』
　女性の権利、LGBT の権利に関する無料電話相談が実施されます。
◇ LGBT…次の言葉の頭文字をとって組み合わせた言葉です。

L   （レズビアン）：女性の同性愛者。
G（ゲイ）：男性の同性愛者。
B   （バイ）：両性愛者。
T  （トランスジェンダー）：体と心の性が一致しない人。

●日時　６月29日水　10:00～16:00
●主催　山口県弁護士会、日本弁護士連合会
●相談料　無料

特設電話　083-922-8739 
※相談は１人15分程度

問山口県弁護士会事務局　☎083-922-0087
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租税教育用図書の寄贈
ありがとうございます

　４月25日に、公益社団法人光・熊毛郡法人会から町
内の小学校へ租税教育用図書を寄贈いただきました。
　これは、同団体が行う活動の一環として、子どもた
ちへの税教育の促進を図るために行われたものです。
　同団体副会長の岩本ひろ子さん（中央）と会員の森
久子さん（左）は「書籍を勉強に活用いただき、税に
関心を持ってもらいたいです」と話されました。

令和４年（令和３年度）成人式
　
　４月30日に町武道館で令和４年（令和３年度）成人
式が行われ新成人66人が参加しました。式は当初１月
開催の予定でしたが、新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため延期され、このたびの開催となりました。
　式では、新成人代表の久保太希さんと友田杏樹さん
が、二十歳の誓いとして、これまでお世話になった人
への感謝の気持ちとこれからの決意を力強く話してい
ました。

パパイヤ栽培を体験

　５月９日に熊毛南高等学校のＪＲＣ部員５人が大野
南地区の農園で青パパイヤの苗植えを行いました。
　この日は、マルチシートに開けた穴に苗を植えて、
苗を保護するための袋の固定作業を行いました。
　実際に作業を経験した生徒は「平生でパパイヤを植
えていることに驚きました。この苗が大きく育って平
生の特産品になってほしいと思います」と話していま
した。

租税教室
　
　５月10日に、平生小学校と佐賀小学校の６年生を対
象にした租税教室が行われました。租税教室は、税金
の使い道や種類、歴史などを学ぶことで税への関心を
高めることを目的に行われたものです。この日は光税
務署の職員が講師となり、DVD やクイズを交えて税
の成り立ちや仕組みなどを説明していました。
　租税教室を終えた児童は「税金の使い道がよく分か
りました」と話していました。
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史 さん
　このたび、平生町民生委員児童委員協議会長の清水丕史さん
が藍綬褒章を受章されました。清水さんは、民生委員・児童委員
として昭和62年から今日まで34年の長きにわたり、相談、訪問、
見守り等地域に根ざした活動を続けられ、地域福祉の増進に貢献
されました。
　また、平生町民生委員児童委員協議会の副会長、会長を務めら
れ、後進の指導にあたる等、社会福祉の向上に尽力されました。

藍綬褒章受章春の褒章

親子で外遊び
　
　５月18日に平生中央児童館で子育て支援ボランティ
アサークル「きらきら」主催の外遊びが行われ、３組
の親子が参加しました。
　外遊びでは、シャボン玉やカプセルを使用した宝探
しゲームなどが行われました。
　この日は天気が良く、参加した子どものみでなく、
お母さんやスタッフのみなさんも一緒に遊びを楽しみ、
安らぎのひとときとなりました。

ひらおウォーキング大会

　５月22日に平生町体育協会主催のひらおウォーキン
グ大会が、新型コロナウイルス感染症対策として規模
を縮小して行われ、19人が参加しました。今回は、体
育館をスタートして南蛮樋や大野毛利館・弘道館跡な
ど町内の史跡を巡る約5.7kmのコースを歩きました。
　参加した人は「平生に住んで長いですが、知らない
ことばかりでした。参加して良かったです」と話して
いました。　

浴衣の着方教室
　
　５月24日に平生中学校２年生の家庭科の授業で、浴
衣の着方教室が行われました。
　この教室では、河髙秀子きもの学院礼法教室の皆様
が講師となり、浴衣の着装体験や礼儀作法等の説明が
ありました。授業を終えた生徒は「浴衣を着るのは初
めてでしたが、先生が教えてくださったのでうまくで
きました。浴衣を着て友人と花火大会に行きたいです」
と話していました。　
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平生図書館　☎56ｰ2310　【開館時間】9:00〜17:15
【行事予定】６月18日土　古文書輪読会［9:45／平生図書館］
【休館日】６月…20日月、27日月、30日木（月末整理日） ７月…４日月、11日月
【ホームページ（予約・検索可）】
http://www.town.hirao.lg.jp/kurashi/shisetsu/toshokan.html

図書館図書館
だよりだより

今日から減酒！
倉持穣 著

今日のうどん
満留邦子 著

くるまの娘
宇佐見りん 著

戴天
千葉ともこ 著

99 年、ありのままに生きて
瀬戸内寂聴 著

New 一般書

はじめての子どもパン教室
吉永麻衣子 著

十年屋　６
廣嶋玲子 作

さかなくん
しおたにまみこ 著

ジェニーのぼうし
エズラ・ジャック・キーツ さく

ことばコレクター
ピーター・レイノルズ 作

New 児童書

競争の番人

新川帆立　著（講談社）

話 題 の 本本

　公正取引委員会の審査官・白熊楓とエ
リート審査官・小勝負勉は反発しあいな
がらも、ウェディング業
界の価格カルテル調査に
乗り出す。数々の妨害を
越えて、市場を支配する
巨悪を打ち倒せるか。『小
説現代』連載を加筆修正。

１．サバ水煮缶は具と汁に分けておく。玉ねぎはみじん切りにする。豆腐はキッチンペーパーで包み、重しをして水
切りしておく。

２．［Ａ］の材料（サバ水煮缶は具のみ）をボウルに入れて混ぜ合わせ、８つに分けて形を整える。
３．フライパンにサラダ油を熱し［２］を入れ、弱めの中火で、蓋をして両面それぞれ３分焼く。
４．しめじとえのきたけは石づきを切り落とす。しめじは小房に分け、えのきたけは３等分に切る。
５．サバ水煮缶の汁に水を足して100ml にし、小鍋に入れ、酒と［４］を加え、蓋をして３～４分煮る。しょうゆを

入れ、混ぜ合わせた［Ｂ］を加えてソースを作る。
６．皿に焼き上がった［３］を盛り［５］をかけ、千切りにした青じそをのせる。付け合わせに、くし形に切ったト

マトを添える。

作り方

　サバ水煮缶は骨までやわらかく、そのまま食べられ
るのでカルシウムを摂るのにうってつけの食品です。
　汁も使ってうま味や栄養価をさらにアップさせま
しょう。

サバ缶のハンバーグ
～きのこあんかけ～

平生町食生活改善推進協議会作ってみんさい
食べてみんさい

材料　４人分
サバ水煮缶…………  １缶
木綿豆腐…………  150g
玉ねぎ… 50g（１/ ４個）
溶き卵……… １/ ２個分
パン粉………… 大さじ２
粉山椒（こしょう）
………………………  少々
塩……………………  少々
サラダ油……………  適量

しめじ……………  50g
えのきたけ……… 50g
水（ソース用） … 適量
酒……… 大さじ１/ ２
しょうゆ…… 小さじ１
片栗粉……… 小さじ１
水…………… 小さじ２
青じそ…………… ３枚
トマト…………… １個

［Ａ］

［Ｂ］

ひとりで悩んでいる君へ
　学校に行きたくない、家に帰りたくない、親には相談できない・・・
など、ひとりで悩んでいませんか。相談先はいろいろありますが、
学校や家族には相談しにくい場合、町内にもう一つ相談先（※）が
できました。気軽に相談してください。
※４月にゆうなんこども家庭支援センターポコ・ア・ポコを開設し
　ました。

子育て中のお父さんお母さんへ
　誰もが悩みながら子どもを育てています。その悩みはどうやって
解決していますか。育児は親だけで担うものではありません。最近
はご近所づきあいや三世代の交流が少なくなりましたが、少し前ま
ではおじいちゃん、おばあちゃん、近所のおじさん、おばさんなど、
みんなが子どもや親に関わってくれていました。
　自分だけがうまく子育てができない、助けてくれる人がいない、
子どもをかわいいと思えない、これは虐待なの？・・・などと自分
を追い詰めないで、誰かに相談してみてください。身近な相談相手
が思い浮かばないときは、相談窓口にご連絡ください。

地域のみなさんへ
　ご近所や知り合いに、気になるお子さんや気になるご家庭はあり
ませんか。直接声をかけられそうなら、ぜひ声をかけてあげてくだ
さい。声をかけにくい場合は、相談窓口にご連絡ください。地域に
は、さまざまな立場でお子さんやご家庭を支援するシステムがあり
ます。そのご家庭が孤立して苦しむことがないように、支援のシス
テムにつなげてください。子どもの明るい未来のために、ご協力を
お願いします。

　６月は「不正改造車排除強化月間」です。
　違法マフラーの装着や窓ガラスへの着色フィルム
の貼付などの不正改造は、住民の安全を脅かすほか、
生活環境悪化の要因となる迷惑極まりない行為で
す。
　不正改造車によって、多くの方が平穏な生活環境
を脅かされていること、不正改造は犯罪であること
を自動車ユーザーは認識し、不正改造は「しない」「さ
せない」ようにしましょう。
問山口運輸支局　☎083-922-5398

（自動車点検整備推進協議会ホームページ）
（ http：//www.tenken-seibi.com）

   住みよい山口なくそう　
くるまの不正改造

　オオキンケイギクは５～７月にかけて黄色い花を咲かせる植物で、在来種への悪影響
が大きいため「特定外来生物」に指定され、栽培、運搬、販売、野外に放つことなどが
禁止されています。この植物を駆除する場合は、根から抜き取り 2、3 日天日干しなどを
して枯らした後、燃えるごみとして処分してください。

問町役場環境政策室　☎56ｰ7126

オオキンケイギクは特定外来生物です

　６月 30 日からマイナポイント第２弾（健康保険
証としての利用申込み、公金受取口座の登録）のポ
イント申込みの受付が始まります。休日におけるマ
イナポイント申込み支援のため、次のとおり窓口を
開設しますので、ご利用ください。
●開設日時：７月３日日 9:00 ～ 12:00
●開設場所：町役場１階 健康保険課前（臨時窓口）
●必要なもの：マイナンバーカード、４桁の電子証
　明書の暗証番号、口座情報

（暗証番号が不明な場合は、同日に町民福祉課で再
設定等の手続きができます）
問町役場デジタル推進課　☎ 56-7125

   マイナポイント申込み支援窓口の
休日開設について

子育てに関する
相談窓口



柳井警察署だより

問柳井警察署 ☎23ｰ0110

　梅雨時期に備え、次のことに注意して災害から
身を守りましょう。

【平素の心がけ】
○家庭で災害発生時の役割分担や集合場所、避難
場所、避難ルートを確認しておきましょう。

 その際に自治体が作成しているハザードマップ
を活用しましょう。

○非常持出品の準備をする際、
避難時に両手が使えるよう
にリュックサック等を準備
しましょう。

○スマートフォン等から、最
新の気象情報の入手に努め
ましょう。

【避難する際に】
○市町から発令される避難勧告と避難指示が一本化

され避難指示のみとなりました。避難指示が発令
されたら、危険な場所からすぐに避難しましょう。

○氾濫した水の流れは、勢いが強く、水深が膝程
度でも歩くのが困難になります。高くて堅牢な
建物に避難することも考えましょう。

○身体の不自由な人、お年寄
り、小さなお子さんから目
を離さず、安全な誘導を心
がけましょう。

○避難所での感染予防を心が 
けましょう。

大丈夫ですか「梅雨時期の防災対策」

令和４年６月号 広報ひらお 14

正しい知識で正しい知識で安心な消費生活安心な消費生活
問柳井地区広域消費生活センター　☎22ｰ2125問柳井地区広域消費生活センター　☎22ｰ2125

電力契約の切り替えトラブル
　突然来訪した業者から「電気代が安くなるから検針票を
見せてほしい」と言われたので見せると、業者はなにかを
記録していた。
　また、訪問時にサインを求められたため、内容をよく確
認しないままサインをした。
　後日電力契約の切り替えに関する書類が届き、これまで
とは別の電気事業者との契約になっていることが分かっ
た。そのつもりはなかったため解約したい。

相 談

　事業者の突然の訪問を受けて契約した場合、契約書面を
受け取った日から８日間はクーリング・オフ（無条件解約）
が可能です。解約を希望する場合は、すぐにハガキ等で契
約解除通知を出しましょう。

アド
バイス

　検針票には、個人情報や契約番号など電力契約の切り替
えに必要な情報が記載されており、これらの情報を事業者
に伝えることをきっかけに電力会社を切り替えられてしま

うことがあるため、対応に注意しましょう。
　また、電話による問い合わせの際にも、不必要に教えないように
しましょう。集合住宅にお住いの場合は、「このマンション全体の
契約が切り替わる」などと前置きしたうえで情報を聞き出す場合が
ありますので、その場合は必ず管理会社に確認しましょう。
　困ったときは、迷わず柳井地区広域消費生活センターに相談して
ください。

ワンワン
ポイントポイント

町民福祉課の窓口を開設
●開設日
第１日曜日（１月、５月は第２日曜日）
第３土曜日
●開設時間 9:00～12:00
●取扱業務
・マイナンバーカードの交付、電子証
明書の更新

・住民票の写しの交付、戸籍謄抄本
（除籍・改製原戸籍を除く）の交付、印
鑑登録および印鑑登録証明書の交付
問町役場町民福祉課 戸籍班　☎56ｰ7113

人権行政相談 
※相談無料・秘密厳守

どなたでもお気軽にご相談ください
●相談日 
　毎月第２月曜日（休日の場合は翌日）
●時間（場所）
　10:00～（平生まち・むら地域交流センター）
　13:00～（佐賀地域交流センター）
●相談員
　人権擁護委員、行政相談委員
●相談内容 
・人権に関わる悩みや困りごと
・�行政全般についての苦情相談ならびに意見
や要望などについて　

次回
７月11日月

令和４年６月号 広報ひらお15

男女共同参画社会の実現をめざして

男女が共に活躍できる地域社会づくり②

　「働くこと」は生活の経済的基盤であるとともに、自己実現につながるもので、働きたい人が性別にかかわり
なく、能力を十分に発揮できることは、個人の幸福（well-being ※ 1）を感じるために大切なことです。
　町の女性の年齢階級別労働力率（15 歳以上人口に占める労働力人口の割合）のグラフでは、結婚や出産を機
にいったん離職し、育児がひと段落したら再び働き出す女性が多いという日本の特徴を反映した、いわゆるＭ
字カーブを描いており、20 代半ばをピークに急激に労働力が低下しています。
　また、昨年の調査において、「仕事と生活 ( 家庭生活や地域活動等 ) をどのように位置づけるのが望ましいと
思いますか」という設問に「仕事と生活を同じように両立させることが望ましい」と考える人が 67.5％である
一方、「仕事と生活を同じように両立させている」と回答した人は 35.4％で、思うように仕事と生活の両立が
できていない人が多いことを示す結果が出ています。
　このことから、すべての働きたい人が働くことができる環境（男女共同参画社会）をつくるとともに、仕事
と生活の両立を図る（ワーク・ライフ・バランスを実現する）ことが求められています。
※ well-being…個人の権利や自己実現が保障され、身体的、精神的、社会的に良好な状態にあることを意味する概念。

世界保健機関（ＷＨＯ）憲章の前文に位置づけられている。

現状と課題

問町役場地域振興課 
　まちづくり班　　
　☎56ｰ7120

　町では、男女が共に仕事と家庭生活・地域活動
を両立できるよう、子育て支援策や保育・介護サ
―ビスの充実に努めます。
　各事業所においては、働き方を見直し、仕事の
進め方の効率化などに努めるとともに、家庭にお
いては、家事や育児、介護等について、家族全員
が力を合わせて家庭生活を築いていきましょう。
　また、育児・介護休業制度や短時間勤務制度の
定着など、働きやすい職場環境づくり、制度の活
用に努めましょう。

住民・事業所・町の取組み 年齢階級別労働力率

　犬の飼い主は、毎年１回、生後91日以上の飼い犬
に狂犬病予防注射を行い、注射済票の交付を受けな
ければなりません。お済みでない人は、次の手順で
注射などの手続きを済ませてください。
1動物病院（個人病院）で注射を受け、狂犬病予防

注射済証を受け取ってください。
  （注射代金は自己負担）
2狂犬病予防注射済証と手数料（１頭あたり550円）

を持参の上、町役場環境政策室にお越しください。
　狂犬病予防注射済票を交付します。
※医師の判断により注射を猶予される場合は、ご連

絡ください。
※犬を新たに飼う場合や、飼い犬の死亡、飼い主の

変更などがある場合は、町に届出が必要です。
問町役場環境政策室　☎56ｰ7126

狂犬病予防注射はお済み
ですか？

　身体障害者手帳（聴覚障がい）の交付対象とならな
い程度の軽度・中等度難聴児（18歳未満）の言語やコ
ミュニケーション能力の向上を促進するために、補聴
器の購入・修理に要する費用の一部を助成します。
●対象者
　平生町にお住まいの軽度・中等度難聴児童　
　（満18歳未満）
●助成内容
　補聴器の購入または修理に要する費用
　基準額の範囲内においてその３分の２を助成します。
※助成を受けるには、事前の申請と医師

の意見書が必要です。
※所得制限などの対象要件があります。
　詳しくはお問い合わせください。
問町役場町民福祉課　☎56ｰ7113

軽度・中等度難聴児（18歳未満）
補聴器購入費用の一部助成
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法　

原
則
と
し
て
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
申
込
み　

●
申
込
受
付
期
間　

６
月
20
日
月
～

29
日
水
（
29
日
ま
で
に
申
込
デ
ー
タ

を
受
信
し
た
も
の
に
限
り
受
付
）

※
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
、
ま
た
は

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

□問
広
島
国
税
局
総
務
部
人
事
第
二
課

試
験
研
修
係

☎
０
８
２
（
２
２
１
）
９
２
１
１

■URLhttps://w
w

w
.nta.go.jp/

起
業
家
育
成
講
座

　

地
域
資
源
を
活
用
し
、
起
業
を
通

し
て
地
域
を
活
性
化
す
る
人
材
の
育

成
を
目
指
す
講
座
で
す
。「
起
業
基

礎
」「
実
践
」「
関
連
」
の
３
つ
に
分

け
て
７
月
か
ら
11
月
に
か
け
て
実
施

し
ま
す
。
今
回
は
起
業
基
礎
講
座
の

ご
案
内
で
す
。（
受
講
無
料
）

◇
身
近
な
起
業
の
ノ
ウ
ハ
ウ

●
内
容　

身
近
な
事
例
を
参
考
に
、

講
義
と
演
習
を
通
し
て
、
興
味
・
関

心
の
あ
る
ビ
ジ
ネ
ス
に
つ
い
て
起
業

プ
ラ
ン
を
考
え
て
い
き
ま
す
。

●
日
時　
７
月
２
日
土
、
16
日
土 

午

後
1
時
30
分
～
４
時
30
分

●
場
所　

島
ス
ク
エ
ア
プ
ラ
ス
起
業

刑
務
官
採
用
試
験

●
募
集
職
種　

①
刑
務
Ａ
お
よ
び
刑

務
Ａ
（
武
道
）【
男
子
】
②
刑
務
Ｂ

お
よ
び
刑
務
Ｂ
（
武
道
）【
女
子
】

③
刑
務
Ａ
（
社
会
人
）
お
よ
び
刑
務

Ｂ
（
社
会
人
）

※
（
武
道
）
は
実
技
試
験
あ
り

●
受
験
資
格　

①
②
平
成
５
年
４
月

２
日
～
平
成
17
年
４
月
１
日
に
生
ま

れ
た
人
③
昭
和
57
年
４
月
２
日
～
平

成
５
年
４
月
１
日
に
生
ま
れ
た
人

●
申
込
受
付
期
間　

７
月
19
日
火
～

７
月
28
日
木

●
一
次
試
験
日　
９
月
18
日
日

●
申
込
方
法　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に

よ
る
申
込
み

□問
岩
国
刑
務
所

☎
０
８
２
７
（
４
１
）
０
１
３
６

■　　　https://w
w

w
.m

oj.go.jp/m
oj/

KYO
U

SEI/SAIYO
/index.htm

l

火
薬
類
製
造
・
取
扱

保
安
責
任
者
試
験

●
受
験
資
格　
①
甲
種
、
乙
種
火
薬

類
取
扱
保
安
責
任
者
試
験
②
丙
種
火

薬
類
製
造
保
安
責
任
者
試
験

●
試
験
日
時　

９
月
４
日
日　

①
午

後
１
時
～
午
後
３
時
②
午
後
１
時
～

午
後
３
時
30
分

●
試
験
場
所　
Ｋ
Ｄ
Ｄ
Ｉ
維
新
ホ
ー

ル
（
山
口
市
）

※
申
込
方
法
等
、
詳
し
く
は
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

□申
□問
公
益
社
団
法
人
全
国
火
薬
類
保

安
協
会
山
口
県
試
験
事
務
所

☎
０
８
３
（
９
２
５
）
２
６
４
９

放
送
大
学
入
学
生
募
集

　

放
送
大
学
で
は
、
10
月
入
学
生
を

募
集
し
て
い
ま
す
。
心
理
学
・
福
祉
・

経
済
・
歴
史
・
文
学
・
情
報
・
自
然

科
学
な
ど
、
約
３
０
０
の
幅
広
い
授

業
科
目
が
あ
り
、
１
科
目
か
ら
学
ぶ

こ
と
が
で
き
ま
す
。
全
国
に
学
習
セ

ン
タ
ー
が
設
置
さ
れ
て
お
り
、
サ
ー

ク
ル
活
動
な
ど
の
学
生
の
交
流
も
行

わ
れ
て
い
ま
す
。

　

資
料
も
無
料
で
提
供
し
て
い
ま
す

の
で
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

●
出
願
期
間

【
第
１
回
】
８
月
31
日
水
ま
で

【
第
２
回
】
９
月
13
日
火
ま
で

※
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
ま
た
は
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

□申
□問
放
送
大
学
山
口
学
習
セ
ン
タ
ー

☎
０
８
３
（
９
２
８
）
２
５
０
１

講
座
・
講
習

□申：申込み先　　□問：問合せ先
【町ホームページ】http://www.town.hirao.lg.jp/
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危険な空家の解体費用を補助します
　町民の安全安心と良好な生活環境を確
保するため、老朽化による倒壊や一部崩
落などのおそれがあり一定の基準を満た
す危険な空家の解体に対して、予算の範
囲内で補助金を交付します。
●募集件数
５件
※一定の要件を満たす空家を先着順に審査し、危険空家

として認定したものを補助対象とします。認定件数が
募集件数に達した場合は、募集期間内でも受付を終了
します。

●募集期間
 ６月27日月～11月18日金
※令和５年１月27日金までに完了する工事を対象とし

ます。
●補助金額
補助対象となる解体工事費の３分の１（上限30万円）
問町役場環境政策室　☎56ｰ7126

URL

熊南総合事務組合
会計年度任用職員の募集

　熊南総合事務組合では、会計年度任用職員（パート
タイム）を募集します。
●募集職種　資源活用センター作業員
●募集人員　若干名
●勤務内容　不燃物の分別作業等
●勤務日　　月曜日から金曜日
　　　　　　（年末年始、祝日を除く）
●勤務時間　９:00～15:00（休憩１時間）
●勤務場所　平生町大字曽根433-3　
　　　　　　資源活用センター
●報酬　　　919円～／時間
●申込方法　登録申込書を郵送または持参により提出
◎申込期限　６月30日木【必着】
※期限を過ぎても随時登録の受け付けを行っています。
問熊南総合事務組合　☎57ｰ0530

（〒742-1107　平生町大字曽根433-3）

女性のための相談支援
「つながりサポート山口」

　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、
経済困窮や人間関係、孤独・孤立など、さまざまな困
難や不安を抱える女性が、社会とのつながりを回復で
きるよう、女性に寄り添った支援に取り組みます。

●対象：さまざまな困難や不安を抱える女性（年齢不問）
●実施期間：令和５年３月31日金まで

【支援内容】
１．ＳＮＳや電話等による相談
・相談日時 月～金の10:00～20:00（祝日を除く）
・相談方法
○ＳＮＳ（チャット　ＱＲコードから）
○メール（ ysnw2021@outlook.jp）
○電話（☎0836-37-5611）
○リモートカウンセリング（要予約）
○面接（要予約）　
　面接相談日は金のみ ※場所、日時はご相談ください。

２．アウトリーチ型支援
　関係機関への同行支援や当事者の自宅等、希望する
場所での訪問面談を実施します。
●相談・参加料
　無料（通信料や通話料、相談会場等への交通費は相談・
参加者の負担）

３．生理用品配布会
　生理用品等の無料配布等を実施します。
●開催日時：10月９日日　10:00～12:00
●会場：柳井市文化福祉会館（柳井市柳井3718）
※その他の開催日時等は、こちらをご覧く
　ださい。

（ https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/
uploaded/attachment/117101.pdf）
●支援の実施団体等
・実施団体：ＮＰＯ法人 山口女性サポートネットワーク
・協力団体：.Style（ドットスタイル）
・主催：山口県

問ＮＰＯ法人 山口女性サポートネットワーク　
　☎0836-37-5611

イ
ベ
ン
ト
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平生町民憲章
　わたくしたち　平生町民は、ふるさとの美しい自然と歴史をうけ
つぎ、明るく住みよいまちづくりを目指して、次のことに努めます。
　わたくしたち　平生町民は
1　自然を大切にし　環境をととのえ　美しいまちをつくります
1　スポーツに親しみ　きまりを守り　健やかなまちをつくります
1　思いやりと　感謝の心をもち　温かいまちをつくります
1　勤労をとうとび　活力にみちた　豊かなまちをつくります
1　文化を創造し　若い力を育て　伸びゆくまちをつくります　

６　月６　月 ７　月７　月

※予定表のため、変更となる場合があります。

16木

17金 もの忘れ相談
�［13:30 ／ふれあいまちづくりセンターあいあむ］

18土

新型コロナワクチン集団接種（要予約）
対象：5歳〜 11歳（２回目）［9:00 ／保健センター］
休日窓口（住民票・戸籍・印鑑証明・マイナンバーカード受取）
�［9:00 〜 12:00 ／町役場町民福祉課］
古文書輪読会［9:45／平生図書館］

19日

20月

21火 育児学級（要予約）［9:30 ／保健センター］

22水

23木 町長と語る会（要予約）［18:00 ／町役場町長室］

24金

25土 陶芸教室［14:00 ／竪ヶ浜セ］

26日

27月

28火 認知症カフェあいあむ
�［13:30 ／ふれあいまちづくりセンターあいあむ］

29水

30木

1 金

2 土

3 日 休日窓口（住民票・戸籍・印鑑証明・マイナンバーカード受取）
�［9:00 〜 12:00 ／町役場町民福祉課］

4 月

5 火 育児学級（要予約）［9:30 ／保健センター］

6 水

7 木

8 金

9 土 陶芸教室［14:00 ／竪ヶ浜セ］

10日

11月 人権行政相談
［10:00 ／平生まち・むらセ、13:00 ／佐賀セ］

12火

13水 離乳食学級（要予約）［9:30 ／保健センター］

14木

15金 もの忘れ相談
�［13:30 ／ふれあいまちづくりセンターあいあむ］

セ：地域交流センターまちのカレンダーミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
チ
ャ
イ
ム
の
曲
名　

６
時
／【
６
月
】
富
士
山
【
７
月
】
わ
れ
は
海
の
子　

��

正
午
／
平
生
町
の
歌　

���

17
時
／
夕
や
け
こ
や
け

休日や平日夜間の医療案内

区分 診療日 診療時間
休日
昼間

日曜日・祝日、盆（８月15日）
年末年始（12月30日～１月３日）

9:00～12:00
13:00～17:00

平日
夜間

月～金曜日
※休日・土曜日の診療はありません 19:00～22:00

柳井地域休日夜間応急診療所
［柳井市中央１丁目５番３号］
☎22ｰ9001（診療時間内のみ）
※応急的診療のため、専門的な

診療や検査を受けられない場
合があります。

※受付は診療終了時間の30分前
までです。

柳井駅

●

柳井警察署

ＮＴＴ

柳井川

平生町

休日夜間
応急診療所

188

こころの救急電話相談（山口県精神科救急情報センター）

☎0836ｰ58ｰ4455［24時間対応］
内容：精神科受診など早急な対応に関するご相談を、ご家族や
ご本人からお受けします。（精神病、うつ病などこころの病気に
よる混乱した言動、ひきこもり、自殺願望など）

おとな（15歳以上）の救急医療電話相談
☎＃7119［毎日24時間］
または☎083ｰ921ｰ7199
内容：おおむね15歳以上の急患や疾病に関すること

こども（15歳未満のお子さん）の救急医療電話相談
☎＃8000［毎日19:00～翌8:00］
または☎083ｰ921ｰ2755
内容：15歳未満の子どもの急患や疾病に関すること

新型コロナウイルス感染症
発熱などの症状がある人は
まずは「かかりつけ医」へ

かかりつけ医のある人
　かかりつけ医に電話にてご相談ください。かかりつけ
医での受診が難しい場合は、医師から近隣の受診可能な
医療機関をご案内します。

かかりつけ医のない人
相談する医療機関に迷っている人

　受診・相談センター（山口県）または町保健センター
にご連絡ください。医療機関をご案内します。
●受診・相談センター（山口県）［毎日24時間対応］
☎＃7700 または ☎083ｰ902ｰ2510
●町保健センター［平日 8:30～17:15］
☎56ｰ7141

まちの人口
４月30 日現在
住民基本台帳記載人口

（　）：前月対比

世帯数 5,446 世帯（ － 7 ）
人　口 11,292 人 （ － 23 ）
うち男 5,339 人 （ － 17 ）

女 5,953 人 （ － 6 ）

月間火災・救急発生状況 月間交通事故発生状況

４月
火　災

救急 ４月
発生件数 死者

（人）
傷者

（人）建物 山林 その他 人身 物損
管内 2 0 1 267 管内 12 117 0 15
町内 0 0 0 32 町内 ２ 15 0 ２

資料：柳井地区広域消防組合 資料：柳井警察署

佐
賀
小
学
校
５
年

 

嶋
田 

真
翔

ポ
ス
タ
ー
最
優
秀
作
品

平
生
中
学
校
２
年 

上
田 

涼
平

標
語
最
優
秀
作
品

笑
顔
　
あ
い
さ
つ
　
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

み
ん
な
で
豊
か
に
　
平
生
町

豊
か
な
ま
ち
を
つ
く
り
ま
す

ポ
ス
タ
ー
・
標
語
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※
学
校
名・学
年
は
受
賞
時（
令
和
３
年
度
）の
も
の
で
す
。

６月の納税 納期限 ６月 30 日

町県民税 第１期
☆ 完 納 で 育 て よ う 明 る い 平 生 町 ☆

◎便利な口座振替も利用できます◎
問町役場税務課（町税）　☎56ｰ7114

柳井健康福祉センター相談日
　〔山口県柳井総合庁舎／☎22ｰ3631〕

●心の健康相談《要予約（１週間前まで）》
　７月19日火 13:15～13:45
●思春期・ストレス相談《要予約（前日まで）》
　７月22日金 13:00～16:00

　外国人を雇用する事業主は、外国人労働者の雇入れおよ
び離職の際に、その氏名、在留資格などについて、ハロー
ワークへ届け出ることが義務付けられています。
　ハローワークでは、届出に基づき、雇用環境の改善に向
けて事業主への助言や指導、離職した外国人への再就職支
援を行っています。
　詳しくはハローワークへご相談ください。
問ハローワーク柳井　☎22ｰ2661

６月は外国人労働者問題啓発月間です
『共生社会は魅力ある職場環境から　

～外国人雇用はルールを守って適正に～』

●更新期限　　７月 11 日月まで
●保険料の申告・納付場所
　最寄りの労働局・労働基準監督署・金融機関
※年度更新申告書の書き方および申告・納付方法など、詳

しくは、年度更新申告書に同封しているパンフレットま
たは厚生労働省ホームページをご確認ください。

問厚生労働省労働基準局労働保険徴収課 業務係
　☎03ｰ5253ｰ1111（内線5163）

労働保険（労災保険・雇用保険）の
年度更新に係るお知らせ
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わが家のアイドルわが家のアイドル お誕生日おめでとう！お誕生日おめでとう！

●対象　広報発行月に誕生日を迎える町内在住の小学校入学前（満１歳～満６歳）の
　　　　お子さん
●申込方法　メールで①、②を提供してください。
①お子さんの名前（ふりがな）、生年月日、性別と保護者の氏名、住所、連絡先
②写真データ
※写真は、掲載を希望する保護者から提供してください。
問町役場地域振興課　☎56ｰ7120　メール：hirao1@town.hirao.lg.jp　
※件名を「わが家のアイドル申込み」としてください。

次号の
「わが家のアイドル」
締切は

６月 22 日 水！
７月生まれのお子さんの
応募をお待ちしています！

新庁舎についてご紹介します
　新庁舎は３階建てで、１階と２階のフロアに複数の課が一緒に入ることで、来庁される方の手続きを
スムーズに行えるようにしています。また、入り口にはチェーンソーカービングで世界的に活躍されて
いる林隆雄氏の木彫りのアートを展示しているほか、浸水を防ぐためのよう壁を備えており、災害時に
は、災害対策本部としての機能も兼ね備えています。平生町役場は、これからも住民の皆様に親しまれ
る場所として運営してまいりますのでよろしくお願いします。
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